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■ 第１章 計画策定の概要 ■ 

１．計画策定の背景と趣旨 

近年、国では、障がい者も健常者も支え合いながら地域で共に暮らす「地域共生社会の実現」

を目指しており、障がい者が支援を受けるだけではなく、自ら社会活動に参加して自己実現して

いけるように支援していくことを大きな目的としています。この背景には、「障害者権利条約」に

基づいた「障害者差別解消法」(平成 25年６月)の施行があり、国の「第４次障害者基本計画」(平

成 30 年３月)では、合理的配慮や意思決定支援などが盛り込まれ、障がい者の権利を保障するた

めの様々な取り組みが進められています。 

沖縄県では、障がい者施策に関する法律や社会情勢の変化などを踏まえ、平成 26 年３月に「第

４次沖縄県障害者基本計画」を策定(令和２年２月に変更)したほか、平成 26年４月には「障害の

ある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例」を施行し、障がいを理由とする差別等をな

くしていく取り組みを推進するため、「障がい者に対する差別等の解消」を加えた５つの視点から、

各種障がい者施策を推進しています。 

本市では、平成 28年３月に「みゃーく障がい福祉プラン」(宮古島市第２次障がい者計画及び

第４期障がい福祉計画)』を策定し、「障がい者の自立と参加をともに支えるまちづくり」を基本

理念として障がい者にやさしいまちづくりを目指した取り組みを行ってきました。また、平成 30

年３月には「宮古島市第５期障がい福祉計画・第１期障がい児福祉計画」を策定し、障がい者へ

のサービス提供充実とともに、障がい児への通所支援サービスの提供環境充実も手掛けてきまし

た。 

令和２年度は、市の障がい福祉計画と障がい児福祉計画の見直しを行う年度(法により３年を

１期として策定することとされている)であり、第２次障がい者計画の見直しも併せて行う時期

となっております。これまでの施策・事業の実施状況の点検や国の基本指針等を考慮しながら、

３計画を包含した新たな『みゃーく障がい福祉プラン』を策定し、障がい者の権利を尊重しなが

ら、自分らしく生活できる環境づくりを目指し、障がい福祉施策の一層の強化を図って参ります。 

 

  



2 

２．計画の位置づけ 

(1)３計画の関係 

本計画は、「障害者計画(障害者基本法)」、「障害福祉計画(障害者総合支援法)」、「障害児福祉

計画(児童福祉法)」の３計画を一体的に策定しています。一体的に策定することにより、地域

共生社会の実現に向けた市の方針と、具体的な成果目標及びサービス量の見込みを踏まえた提

供体制の整備が連動するかたちで計画づくりを行っています。 

 

【障害者福祉分野の３つの計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

内
容 

障害者計画は、障害者の自立及び社会参加等の支援策を、総合的かつ計画的に推進するための

指針となるものです。 

＜障害者計画に盛り込まれる施策＞ 

● 安全・安心 ● 自立生活支援・意思決定支援 ● 教育振興 

● 情報アクセシビリティ ● 行政サービス等における配慮 ● 文化芸術・スポーツ 

● 防災・防犯 ● 保健・医療 ● 国際社会での協力・連携 

● 差別の解消、権利擁護、虐待防止 ● 雇用・就業、経済的自立支援  

内
容 

障害福祉計画は、障害者が地域で自立した生活を行うための支援として、成果目標や障害福祉

サービス地域生活支援事業の基盤整備や、目標(見込量)を掲げるものです。 

＜障害福祉計画に盛り込まれる施策＞ 

● 施設入所者や地域生活への移行に関する目標と方策 

● 福祉施設利用者の一般就労への移行に関する目標と方策 

● 障害福祉サービス、相談支援、計画相談等の見込量と提供体制の確保に関する事項 

● 地域生活支援事業の実施に関する事項   など 

◎ Ｈ19～障害者自立支援法 → Ｈ25～障害者総合支援法に変更 

内
容 

障害児福祉計画は、障害児通所支援等の地域支援体制を整備するための成果目標や円滑な実施

を確保するための見込量を掲げるものです。 

＜障害児福祉計画に盛り込まれる施策＞ 

● 障害児通所支援の提供体制確保に係る成果目標と方策 

● 障害児通所支援や障害児相談支援の種類ごとの見込量 

◎ 市町村障害児福祉計画、市町村障害福祉計画は一体のものとして策定することができる。 

障 害 者 計 画 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

障害者基本法 

障害者総合支援法 

児童福祉法 
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(2)県や市策定の他計画との関係 

本計画は、県が策定する「沖縄県障害者基本計画」との整合性を図った計画として位置づけ

られます。 

市においては、「宮古島市総合計画」の将来像を実現するための障がい福祉に係る個別計画で

あり、「宮古島市地域福祉計画」との整合性を図るほか、福祉分野の他計画と横断的に施策の展

開を行う位置づけとなります。また、その他の関連する部門の計画や社会福祉協議会の計画と

連携しながら進めます。 

 

 

３．国の基本指針、障がい者基本計画に沿った計画策定 

(1)第６期障がい福祉計画及び第２期障がい児福祉計画策定に係る基本指針 

第６期障害福祉計画と第２期障害児福祉計画は、３年を１期として策定することが義務づけ

られています。今回の策定でも基本指針が示されており、相談支援体制の充実・強化、障害福

祉サービスの質的向上など新たな成果目標が掲げられています。本計画は、この基本指針に基

づきつつ、地域の実情を踏まえて策定しています。 

 

(2)国の第４次障害者基本計画を踏まえた策定 

国の障害者基本計画は、平成 30 年度より第４次基本計画に改定されています。本計画は、国

の第４次計画の施策分野を踏まえつつ、策定しています。 
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【参考】第６期障害福祉計画及び第２期障害児福祉計画に係る基本指針の見直しについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

③地域生活支援拠点等が有する機能の充実 

・各市町村又は各圏域に少なくとも１つ以上確保しつつ年１回以上 運用状況を検証、検討 

１．基本指針について 

●

●都道府県・市町村は、基本指針に即して３か年の｢障害福祉計画｣及び｢障害児福祉計画｣を策定。次期計画期間は

Ｒ３～５年度 

３．成果目標（計画期間が終了するＲ５年度末の目標） 

①施設入所者の地域生活への移行 

・地域移行者数：Ｒ元年度末施設入所者の 6％以上 ・施設入所者数：Ｒ元年度末の 1.6％以上削減 

※   は新しく盛り込まれた内容 

２．基本指針見直しの主なポイント 

・地域における生活の維持及び継続の推進 ・福祉施設から一般就労への移行 

・「地域共生社会」の実現に向けた取組 ・精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・発達障害者等支援の一層の充実 ・障害児通所支援等の地域支援体制の整備 

・相談支援体制の充実・強化等 ・障害者の社会参加を支える取組 

・障害福祉サービス等の質の向上 ・障害福祉人材の確保 

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

・精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 316 日以上 

（Ｈ30年時点の上位 10％の都道府県の水準）（新） 

・精神病床の１年以上入院患者数：10.6万人～12.3万人に（Ｈ30年度の17.2万人と比べて6.6万人～4.9万人減） 

・退院率：３ヵ月後 69％、６ヵ月後 86％、１年後 92％（Ｈ30 年時点の上位 10％の都道府県の水準） 

④福祉施設から一般就労への移行 

・

・就労定着支援事業利用者：一般就労移行者のうち、７割以上の利用（新） 

・就労定着率８割以上の就労定着支援事業所：７割以上（新） 

⑤障害児支援の提供体制の整備等 

・児童発達支援センターを各市町村に少なくとも１ヶ所設置 

・難聴児支援のための中核機能を果たす体制の確保（新） 

・保育所等訪問支援を利用できる体制を各市町村で構築 

・  

・医療的ケア児支援の協議の場(都道府県、圏域、市町村ごと)の設置及び 医療的ケア児等に関するコーディネ

ータの配置（一部新） 

⑥相談支援体制の充実・強化【新たな項目】 

・各市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保 

⑦障害福祉サービス等の質の向上【新たな項目】 

・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制構築 
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【参考】国の第４次障害者基本計画の概要（施策体系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

４．計画の期間 

市町村障がい福祉計画と市町村障がい児福祉計画は、３年を１期とする計画の策定が義務付け

られています。このため、障がい福祉計画と障がい児福祉計画の計画期間は令和３年度～令和５

年度までの３ヵ年計画とします。また、障がい者計画は、６年間の計画期間とします。 

なお、計画期間中、法改正等により計画内容の変更が必要となった場合には、必要に応じて本

計画の見直しを行います。 

 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第６期障がい福祉計画（３年間） 

見直し見直し見直し見直し 

第７期障がい第７期障がい第７期障がい第７期障がい福祉計画（３年間）福祉計画（３年間）福祉計画（３年間）福祉計画（３年間） 

障がい者計画：第３次（６年間） 

みゃーく障がい福祉プラン 

第３第３第３第３期障がい期障がい期障がい期障がい児児児児福祉計画（３年間）福祉計画（３年間）福祉計画（３年間）福祉計画（３年間）    第２期障がい児福祉計画（３年間） 

○令和２年度 障害者週間作品展 絵画部門 最優秀作品 


